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○
特
許
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年
五
月
十
七
日
法
律
第
三
号
）
（
抄
）

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当

該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
。

一
～
四

（
略
）

○
意
匠
の
国
際
登
録
に
関
す
る
ハ
ー
グ
協
定
の
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
改
正
協
定
に
基
づ
く
宣
言
（
平
成
二
十
七
年
二
月
十
三
日
）

１

改
正
協
定
第
七
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
日
本
国
が
指
定
さ
れ
て
い
る
国
際
出
願
及
び
当
該
国
際
出
願
に
よ
る
国
際
登
録
の
更
新
に
つ
い
て
、
同
条

に
規
定
す
る
所

(2)

(1)

定
の
指
定
手
数
料
を
次
の
個
別
の
指
定
手
数
料
に
よ
っ
て
置
き
換
え
る
こ
と
。

国
際
出
願
に
係
る
手
数
料

(1)
意
匠
ご
と
に
七
万
四
千
六
百
円

国
際
登
録
の
更
新
に
係
る
手
数
料

(2)
最
初
の
更
新

意
匠
ご
と
に
八
万
四
千
五
百
円

二
回
目
の
更
新

意
匠
ご
と
に
八
万
四
千
五
百
円

三
回
目
の
更
新

意
匠
ご
と
に
八
万
四
千
五
百
円

四
回
目
以
降
の
更
新

無
料

２

改
正
協
定
第
十
三
条

の
規
定
に
基
づ
き
、
意
匠
法
第
七
条
が
、
一
の
独
立
か
つ
別
個
の
意
匠
の
み
を
単
一
の
出
願
に
お
い
て
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
要
求

(1)

す
る
こ
と
。

３

改
正
協
定
第
十
七

の
規
定
に
基
づ
き
、
意
匠
法
に
定
め
る
最
長
の
保
護
の
存
続
期
間
が
意
匠
権
の
設
定
の
登
録
の
日
か
ら
二
十
年
間
で
あ
る
こ
と
。

(3)
(c)


